
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
早
め
に
治

し
重
症
化
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、

普
通
の
風
邪
か
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

か
の
見
極
め
が
大
切
で
す
。

の
ど
の
痛
み
や
咳
、
鼻
水
な
ど

は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
の
に
、

突
然
高
熱
が
出
て
、
頭
痛
・
関
節

痛
・
筋
肉
痛
な
ど
を
と
も
な
い
、

強
い
倦
怠
感
に
襲
わ
れ
る
時
に
は
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
可
能
性
が
高

い
と
思
わ
れ
ま
す
。

体
の
不
調
を
感
じ
た
ら
、
す
ぐ

に
医
療
機
関
で
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。

も
し
感
染
し
て
し
ま
っ
た
ら
？

受
診
が
遅
く
な
る
と
、
ウ
イ
ル

ス
が
の
ど
や
鼻
の
粘
膜
に
広
が
っ

て
し
ま
い
根
本
的
な
治
療
が
間
に

合
わ
な
く
な
り
長
期
間
寝
込
む
こ

と
に
な
り
ま
す
。
い
つ
も
の
風
邪

と
違
う
と
思
っ
た
ら
、
で
き
る
だ

け
早
く
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

脱
水
症
状
に
気
を
つ
け
、
こ
ま

め
に
水
分
の
補
給
を
し
ま
し
ょ
う
。

他
人
に
う
つ
さ
な
い
よ
う
に
マ

ス
ク
を
着
用
し
、
外
出
は
避
け
ま

し
ょ
う
。
熱
が
下
が
っ
て
も
体
内

に
は
ウ
イ
ル
ス
が
残
っ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
し
ば
ら
く

は
安
静
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ

ー
（
�
７
６
６
・
１
０
０
０
）
へ
。

市
町
交
通
災
害
共
済
は
、
万

一
の
交
通
事
故
に
備
え
地
域
ぐ

る
み
で
助
け
合
う
制
度
で
す
。

１
人
年
額
５
０
０
円
の
掛
け
金

で
、
３
日
以
上
の
入
通
院
に
２

万
円
か
ら
最
高
80
万
円
ま
で
の

見
舞
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

保
険
期
間
は
平
成
18
年
４
月

１
日
か
ら
同
19
年
３
月
31
日
ま

で
と
な
っ
て
お
り
、
町
に
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
人
な
ら
加

入
で
き
ま
す
。
更
新
手
続
は
毎

年
度
必
要
で
す
。
ぜ
ひ
家
族
全

員
で
ご
加
入
く
だ
さ
い
。

自
治
会
で
の
一
斉
加
入
、
ま

た
は
生
活
環
境
課
、
日
生
・
六

瀬
住
民
セ
ン
タ
ー
で
申
込
み
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、
生
活
環
境

課
（
�
７
６
６
・
８
７
１
２
）

へ
。

見舞金一覧表

通院のみ 入院を含む治療日数

死亡

７日以上

３日以上

31日以上～61日以上～

80万円

４万円～

20万円

２万５千円

２万円

見舞金

インフルエンザを予防するためには？

寒 気 の 到 来

市
町
交
通
災
害
共
済
加
入
者
を
募
集

�人ごみを避ける

ウイルスを寄せ付けないために、たくさんの人

が集まる所へは行かないようにしましょう。

�手洗いとうがいをする

外から帰ってきたら、手は石けんを泡立て流水

で洗い、のどの乾燥を防ぐためにうがいをしまし

ょう。

�温度・湿度の調節を

ウイルスは低温・低湿を好みます。乾燥してい

るほど、長時間ウイルスが空気中に浮遊している

といわれていますので、加湿をしましょう。

外出時は、マスクをすることで加湿になります。

�栄養と休養を

自分自身に体力をつけ、ウイルスへの抵抗力を

高めましょう。

今
年
の
冬
は
、
例
年
に
な
い
強
い
寒
気
が
日
本
列
島
に
訪
れ
、

厳
し
い
寒
さ
が
続
い
て
い
ま
す
。

過
去
10
年
で
２
番
目
の
早
さ
で
流
行
期
に
入
っ
て
い
る
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
に
感
染
し
な
い
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
予
防
に
努
め
ま
し

ょ
う
。

インフルエンザウイルスによって起こる病

気です。乳幼児・高齢者では合併症にかかり

重症化しやすいといわれています。

症状＝悪寒・倦怠感・発熱（3 8～4 0度）・

頭痛・関節痛・筋肉痛・やや遅れて鼻水・咽

頭痛・せきなど

潜伏期間＝１～３日

合併症＝中耳炎・気管支炎・肺炎・脳症

インフルエンザとは？

所得税・消費税（個人）・贈与税の
相談会場が変わります

１月2 3日から３月1 5日までの期

間、下表のとおり申告の相談会場

を設けます。

これにより、昨年までの各相談

会場（日生公民館・川西市役所・

伊丹市役所）は開設されませんの

で、ご注意ください。

なお、伊丹税務署ではこの期間、

申告の相談は行いませんが、申告

書の受理・税金の領収・用紙の交

付・納税証明書の発行などを行い

ます。

問い合わせは、伊丹税務署（�

779－6121）へ。

と　こ　ろと　　　き

２月１日（水）

～同３日（金）

２月７日（火）

～３月10日（金）

１月 2 3日（月）

～３月15日（水）

午前９時30分～正午

午後１時～同３時30分

午前10時～正午

午後１時～同４時

午前９時～正午

午後１時～同５時

（同４時までに入場）

中央公民館視聴覚ホール

（生涯学習センター２階）

白金１－74－16

アステホ―ル（アステ川

西６階）

川西市栄町25－１

伊丹市立産業・情報セン

ター（伊丹商工プラザ）

伊丹市宮ノ前２－２－２

中央公民館およびアステホール

では

・給与所得・年金所得の方を対象

とした相談を行います。

・土地や株式などを売却した所得

および贈与税に関する相談は行っ

ておりません。これらに関する相

談は伊丹市立産業情報センターへ

お越しください。

・事業所得、不動産所得の方は、

伊丹市立産業情報センターへお越

しいただくか、税理士による無料

相談会場（※２参照）をご利用く

ださい。

税理士による小規模事業者など

を対象とした無料相談会場が、ア

ステホールと伊丹市立産業情報セ

ンター会場内で２月1 6日～３月1 0

日（土・日を除く、午前1 0時～正

午・午後１時～同４時）の期間、

開設されます。

各会場とも土・日・祝日は開設

しておりませんが、伊丹市立産

業・情報センターは２月1 9日と同

26日の日曜日に限り開設します。

混雑の状況によっては、上記時

間にかかわらず受付を締め切る場

合があります。

また、正午から午後１時までは

休憩時間ですので、ご了承くださ

い。

会場またはその周辺に有料の駐

車場がありますが、大変混雑する

ことが予想されますので、各会場

へは、電車・バスなどの公共交通

機関をご利用ください。

～伊丹税務署からのお知らせ～

※1

※2

※3

※4

※5


